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本研究は、神戸市を対象に震災復興における共同化 ・協調化の全事例を収集 し、住宅再 建の概括的傾向の把握 と地 区

基盤(細 街路網 ・オープンスペース ・敷地割)の 変化実態の分析を通じて、共同化 ・協調化が地区環境改善 ・向上に果

たす効果 と課題を検証 した。その結果、共同化 は、接道不良敷地や狭小敷地の解消に効果があったが、共同化後の敷地

規模が大きい場合、周辺 の居住環境に対する影響等に関する課題が明らかになった。協調化は、間口の狭い敷地の再建

において、建築計画上のメリットは見 られたが、一人の設計者が同時期 にまとめて設計 し、結果的に 「協調化」したも

のが多 く、地区全体の協調化方針の必要性等の課題が明 らかになった。
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 This paper aims to analyze changes and improverrents in district environnrnt, especially lot conditions, alley networks, 

and public open spaces, after Joint Replacements and Co-operative Rebuildings. It takes a case of recovery from the earthquake 
disaster in Kobe. It points out that Joint Replacements give improver rents on the rebuildings whose sites are too small or do 
not net the road contact requirerrents. They have different subjects according to the lot size. There are some merits in 
Co-operative Rebuildings at the sites of narrow frontage. It is necessary to have a master plan to bring further improvement.

1,研 究の背景と目的

神戸市では、木賃や狭小な住宅等が密集 し、生活道

路が狭隆 ・未整備な地区の被災が甚大であった。これ

らの地区で は、再建に際し個別 の敷地レベルでは解決

できない場合も多く、 また、個別に建替ができたとし

ても、低質な住宅ス トックの再生産、相隣環境の悪化、

低質な街並みの創出等の可能性 が考えられ、敷地の共

同化注1)や協調化注2)による再建が必要性が生じていた。

このため神戸市では、共同化 ・協調化に対する助成 制

度の採択条件の緩和や補助率のアップ、更 に国庫補助

の要件に満たない狭小な敷地に対する助成制度の新設

など様々な取 り組みを行ってきた。1999年1月 末時点

において、神戸市の共 同化 ・協 調化に関する補助申請

受理済みの地区は、93地 区(3958戸)と なっており、

かつてないほど大量の共同化 ・協調化による再建が進

められてきた。

共同化 ・協調化による再建を支援する目的としては、

①狭小敷地や接道不 良敷地注3)等の再 建困難 敷地の解

消と再建の実現、②地区の住環境の質の向上や良好 な

街並みの形 成、③高度利用 ・合理的な居住 空間の実現

等が考えられるが、これまで共 同化 ・協調化による建

替の実現例 は被災地以外では少なく、 これ らの実証的

研究文1)で は、個別事例 に関する比較検討や報告、概

念の検討文2)にと どまっている。また 、震災復興にお

ける共 同化に関する研究文3)は、概況報告や個別事例

におけるプロセスや専 門家の役割に関する研究のみで

ある。復興 を契機に、かつてな いほど大量 に発生した

共同化 ・協調化による再建実態 と、それに伴う地区の

住環境改善 に対する効果を検証することは、地区の住

環境改善に寄与する建替手法の充実に重要な知見を得

ることにつながると考えられる。

そこで、本研究では、神戸市を対象とし、①共同化 ・

協調化 による住宅再建の全事例を調査することにより、

これらの実態 ・傾向等を把握し、②共同化 ・協調化 に
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よる住宅再建、及び各種支援制度が、地区の住環境改

善 ・向上に どのような効果 ・課 題があったのかを検証

することによって、③今後の密集市街地における共 同

化 ・協調化 による建替支援手法 の充実に資する基礎的

知見を得ることを目的とする。

2.神 戸市の共同化 ・協調化による住宅再建の概要

2.1震 災復興における共同化 ・協調化支援制度

1)共 同化に対する支援制度の概要

震災復興における共同化 ・協調化に対する補助事

業制度は、①市街地再開発事業、②住宅市街地総合

整備事業(以 下、住市総)、 ③密集住宅市街地整備

促進事業(以 下、密集)、1④ 優良建築物等整備事業

(以下、優建)、 ⑤小規模共同建替等事業補助制度

(以下、小規模)の 共同化タイプがある。①は、都

市再 開発法 に基 づくもので、ほとんどが組合施行

(一部公団施行)で ある。②～⑤は、任意の誘導型

の制度要綱に基づくものである。任意 の要綱に基づ

く共同化 に対する主な支援要件を表2・-1に示す。

神戸市では、震災特例 として、優建の地区面積要

件の緩和(1000㎡ →500㎡)を 行 い、住市総 ・密集 ・

優建の計画設計費及び共 同施設整備費等に対する補

助率を、2/3→4/5に 引き上げた、、小規模は、敷地

規模 ・接道要件等に関し、国の補助要件を満たさな

い小規模な共 同化等を補助する制度として、阪神 ・

淡路復興基金事業と して1997年6月 に創設 され た

ものである。

補助対象は設計費が主となった。

制度の特徴 としては、接道要件や、敷地要件(3

以上の敷地で、その区域 内の再建が2以 上)等 の要

件上のハードルをできるだけ小さくすることにより、

戸建て住宅の再建支援を行った点、また、制度自体

が1997年6月(震 災か ら1年5ヶ 月後)で あった

ため、設計中 ・工事中な どでも補助の要件に合う場

合に、さかのぼって補助を行った点である。

2)協 調化に対する支援制度の概要

神戸市における協調化に対する支援制度は、①住

市総 ②密集 、③優建、④小規模(協 調的建替タイ

プ)が ある。その中で、実際に利用された支援制度

は、住市総が1地 区のみであり、小規模(協 調的建

替タイプ)が ほとんどであった。小規模は、まちづ

くりに配慮したルール(以 上の6項 目)を 、住民同

士で協定として締結する ことにより、設計費、共用

部分の整備費等の補助(戸 当た り260万 円が限度)

がうけられる制度である。小規模の協 調的建替タイ

プの補助要件を、表2-2に 示す。 この小規模制度上

の協調的建替 とは、まちづくりに配慮 したルールを

決めて、個別の敷地で再建する場合(戸 建住宅)を

さす。まちづ くりに配慮 したルールとは、①外壁の

位置(道 路境界か らの距離)、 ②垣 ・柵 ・門等の構

造など、③空地の緑化 ・舗装等の整備内容、④建築

物の高さ又は階数、⑤屋根の形態、⑥外壁及び屋根

の材料又は色彩の事項である。実際には、協調的建

替では、共同化の場合に創出されるような共用部分

供用の屋外部分、共用の廊下 ・階段)が ないため、



2.2共 同化 ・協調化による住宅再建状況

表2-3、 表2-4に 、1999年1月 末時点で補助申

請受理済みの共同化 ・協調化の件数及び住戸数を示

す。 これ らのデータは、神戸市住宅局住環境整備課

から提供 して頂いたデータに基づき作成した。

表2-3よ り、震災4年 間で共同化し、再建したの

は、87件 で あり、共同化により3930戸 の住宅供給

がなされた。件数では、約7割(計57件)が 、灰

色 ・白地地域注4)で あったが、住戸 数では、46%

(1821戸)が 黒地地域であった。これは、黒地地域

の再開発事業により、低層部に商業施設、その上部

に住戸数の多い高層住棟 を複合させた大規模な共同

住宅が建築されたためである。また、白地地域は、

他地域に比べ 、被災が比較的軽いと見 られるが、戸

数単位でみた場合、共同化後の全住戸 数の約半数近

くが、優建利用による共同住宅建設であった。 これ

は、白地地域である地区が多い神戸市東部の東灘区 ・

灘区等において、再建に際し、優建を利用 して大規

模なマンション建設を行 うために、共 同化を行った

事例が多いためと考えられる。表2-4よ り、協調化

は件数6件 、戸数28戸 のみであった。協調化は、

共同化に比べ格段に少なく、6件 のうち4件 が黒地

地域であり、白地地域では1件 のみであった。

3,灰 色 ・白地地域の共同化による住宅再建の実態

本章では、面的な整備を行っていない灰色 ・白地地

域で実現 した共同化に着目し、①共同化による住宅再

建の傾 向を把握し、②共同化に伴 う地区基盤注5)の変

化実態を明 らかにし、③地区基盤の変化による周辺敷

地の居住環境に対する影響等を分析することにより、

④共同化による地区の住環境改善上の課題等を明らか

にすることを目的とする。ここで、本研究 における居

住環境は、 日照 ・通風等の相隣環境、防火性 ・避難 時

の安全性等の防災機能、交通機能を対象とする。

3.1灰 色 ・白地地域の共同化 による住宅再建の傾向

1)灰 色 ・白地地域の共同化による住戸数変化

表3-1に 神戸市の灰色 ・白地地域における共同化

による住戸数変化を示す。1999年1月 末時点で、補

助申請受理済みであり、1999年6月 末時点において、

竣工済 みの事例50件 を対象 とした。 ここで は、神

戸市住宅局住環境整備課か ら提供 して頂いた資料、

及び建築計画概要書のデータを元に分析 した。

震災か ら4年 半経た後、共同化を行った住戸数は、

灰色 ・白地地域で50件1602戸 、共同化後の住戸 数

が、共同化前の2.54倍 となった。特に優建利用の共

同化が、全件数の約半数の21件 で最 も多く、共同

化前の住戸数の3.17倍1107戸 の住宅供給がなされ

た。これは、共同化の推進が困難 と思われる白地 地

域においても、共同化が実現 し、多くの住宅供給 が

なされたことを示している。密集事業 区域の共同化

では公的賃貸の割合が41%で と最も割合が多かった。

神戸市の密集 市街地では、立地条件や市場性か ら保

留床を生み出 しても分譲住宅が売れに くい、また家

賃水準が低 く借家経営にメリットがない等の状況 に

より、神戸市 が地家主か ら民間賃貸住宅を20年 間

借り上げて公営住宅 として運営する 「神戸市民間借

上賃貸住宅制度」等を利用することで、共同化を実



現させた事例 が多かったためと考えられる,ま た小

規模利用では、住戸数増加率が1.08倍 で最も少なかっ

たcこ れは、権利床率が8L%で あることから、権利

者自らの居住用の住宅再建を目的とした共同化が多

かったと考えられる。

2)接 道状況

表3-2に 、共同化後の敷地が接道する道路のうち、

最大幅員である道路 の各幅員別に件数 を示 し、表

3-3に 、共同化後の敷地の道路付けを示す。共同化

後の敷地の接道状況は、6m以 上121n未 満が半数以

上(54%)を しめており、2(〕m以 上の高幅員道路 に

接する敷地も約24%(!2件)と なっていた。また、

全体の6割 以上(33件)が2方 向以上の道路付けと

なっていた。以上から、共同化後の敷地は、角地 を

含み、かっ6m以 上の区画道路に接道 している事例

が多いことか ら、斜線制限や建ぺい率等のメリッ ト

を得 られるように、高幅員道路に接道 している敷地

や角地に対 し、共同化参加を働きかけた事例が多い

と推測される。

3.2共 同化事例のタイプ分類

共同化の検討 ・選択に至 る背景 としては、①接道不

良や敷地が狭小である等の敷地条件によ り建築基準 法

上個別再建が困難である等の法的要因、②保留床処 分

や公的な助成金による再建の費用負担の軽減化等の経

済的要因、③良好な住 まい(階 段σ)ないフラッ トな居

住空間の実現、不燃化等)の 再建をしたい等の建築計

画的な要因等が考えられる。 これ らの背景 は複合して

いる場合が多いと思われるが、本研究では、主な背景

として、法的要因(接 道条件)と 経済的要因(保 留床

創出状況)を 取 り上げ、神戸市 における共同化事例の

傾向を分析する。ここでは、共同化参加敷地の中に接

道不良敷地 を含むか否か、及び権利床以外 の床(保 留

床+公 的賃貸)を 創出 したか否かによ り、表3-4に 示

す4タ イプに分類 した。

全体では、接道不良敷地解消+保 留床等ありタイプ

が最も多 く、30件 全体の60%で あり、震災復興におけ

る主流タイプであることがわか る,そ の一方で、保 留

床を生み出さない自己用タイプも12件(24%)あ り、

保留床等 を創出せず、 自分たちの住まいを共同化を行

うことで再建した事例 も実際に実現 していることがわ

かった。

また、接道不良敷地が関係する件数は36件(72%)

となってお り、震災復興における共同化では、接道不

良解消に効果があり、そのため、街区内の細街路網注6)

には何らかの変化が見られたと考えられる。

3.3共 同化による地区基盤の変化状況

以下では、地区基盤の変化として、①敷地割の変化、

②オープンスペースの創出状況、③細街路網の変化 に

着目し・これらの変化状況を現地調へ 及び資欄 査

により、地 区基盤の変化状況を把握する。なお、以下

では、ミニ区画整理注η事業区域内の共同化事例につ

いては、面 的な地区基盤の整備 を行っているため調査

対象から外 し,共 同化事例48件 を対象とする。またオー

プンスペースの創出とは、植裁 を設置 した り、塀や柵

等がなく誰でも利用可能な状態 の場合 とした。震災前

の細街路網は、白地図及び住宅地図を参考 とした。

ユ)敷 地割の変化状況

敷地割の変化は、敷地規模 と敷地形状の変化を分

析する。敷地形状は、①方形、②L字 ・凸型、③ 凹

型に分類した。②L字 ・凸型 とは、方 形の角が欠 け

た形状であるもの、③凹型とは、側面の敷地が欠け

た形状であるものとした。表3-5に 、各事例の共同

化前の平均敷地規模注8)と共同化後の敷地規模の変

化状況、表3-6に 共同化後の敷地形状の状況を示す.

表3--5よ り、敷地規模変化で見た場合、共同化 に

より、平均敷地規模が100㎡ 未満であった区域が、

共同化により500㎡ 以上の1敷 地に変化 した場合は、

全体の44%(21件)で あった。また、共同化前の平

均敷地規模が50㎡ 未満で あった区域が、共同化 に

よ り、1000㎡ 以Lの 大規模な敷地 に変化した場合

(図3--1一⑤)は 、4件(8%)あ った.共 同化前の



平均敷地規模が100㎡ 以上は6件 あり、ほとんどが

接道敷地同士 の共同化で あった。また、大規模な無

接道敷地を含む共同化も見られた。(図3-1一 ⑦〉共

同化後の敷地規模については、500㎡ 未満が44%、

特に300㎡ 未満が25%あ り、小規模な敷地の共同化

が実現したことがわかる。(図3-1一 ①)

また表3-6よ り、敷地形状は、敷地規模が小規模

な場合、方形が多 く、大 規模な場合には、L字 ・凸

型や凹型が多 くなっていた。L字 ・凸型では、欠け

ている部分の敷地は、元 々区画道路に接道 している

敷地が多かった。(19件 中14件)し か し、欠けて

いる敷地が、街区内の細街路に接道す る狭小敷地で

ある場合も見 られ、震災では倒壊 しなかったものの、

将来的に個別建替が 困難 と推測される事例(図3-1

一②)も 見 られた。また、凹型 の場合 、共同化に参

加しなかった敷地を共同化敷地が3方 を囲むため、

建物の配置等 によっては、日照 ・通風等の居住環境

に影響を与え るものと考 えられる。6件 全ての事例

において、欠けている部分の敷地の周辺に、駐車場 ・

駐輪場やオー プンスペー スを配置 してお り、居住環

境に大きな影響がある場合 は少な いと見 られ る。

(図3-1一④ ・⑥)

2)オ ープンスペース創出状況

表3-7に 敷地規模別オー プンスペース創出状況を

示す。歩道 ・広場状+植 裁の場合は、歩道 ・広場状

に含めた。表3-7よ り、ほとんどの事例(82%)で 、

何 らかのオー プンスペース創出が見られた。敷地規

模が小規模で ある場合には、植裁創出が多く、敷地

規模が大きい場合、歩道 ・広場状オー プンスペース

を創出していた。

敷地規模が500㎡ 程度の小規模な場合で も、植

裁を設置した り、また敷地内に地蔵尊の再建を行 っ

ている事例も見 られた。敷地規模が大きい場合には、

ベンチや木を配置した歩道 ・広場や、敷地を貫通す

る新たな緑地ネットワークを創出している場合(図

3一レ④ ・⑦)も 見られた。また、創出なしの場合は、
彗その多く(9件 中6件)が

、商業地域 ・近隣商業地域

内にあり、共同化後の敷地規模 が500㎡ 前後で用途

が店舗付き住 宅や商業ビルであった。商業系の建ぺ

い率が高い用途地域 内で、500㎡ 前後の比較的小規

模な敷地に、店舗付き住宅や商業ビル を建てる場合

には、道路に沿って一階店舗を構える配置を行って

おり、道路 と建物の間にオープンスペースを創出 し

ない場合が多かったためと考えられる。

3)細 街路網の変化状況

細街路網の機能 には、通行 ・防災 ・避難の機能を

有する街区内 の共用空間としての役割 をもち、共同

化による細街路網の変化は、地区の住環境の改善上、

重要な要素で あると考えられる。そのため以下で細

街路網の変化状況(表3-8)の 分析を行 う。

現地調査より細街路の変化は、①2項 道路の拡幅、

②細街路廃道、③変化なしがあった。細街路の形状

については、三船文5)は、袋路状道路の問題 として、

災害時の二方向避難ができない、通行 上の利便性 が

悪い等を指摘 している。また熊谷文6)は、袋路状細

街路を解消し、ネットワークさせることによる避難

上の有益性等に関する評価を行い、細街路のネット
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接道す る極小規模な共 同化〉 〈図3-1一 ②:L字 形状 ・敷地内通 り抜 け可能 な共同化〉

・セ ッ トバ ック済み

・植裁創 出

・地蔵尊 の再建あ り

・建物 階数:3階

・自己用 タイ プ(保 留床0)

〈図3-1一 ③ ・袋小路状細街路 の廃道〉 【建物配置(拡 大)】

⑦

植裁創 出5F建 て

・敷 地 規 模:464 .3㎡
・敷 地 形 状:方 形

・建 物 階 数:5階

〈 図3-1一 ④'凹 型 形 状 ・敷 地 内 ネ ッ トワー一ク創 出の 共 同化 〉

・敷地規模:662 .5㎡
・敷地形状:凹 型

・建物 階数:5階

・北側 ・西側 の細街 路

隣接部分 は3階 建て

参加 敷地 の横 に

輪 場を配 置

去場状オー プンスペ ース創 出

⑦
〈図3-1一 ⑥=規 模の大 きな街 区内の凹型形状

・ネ ッ トワーク状細 街路廃道 の共 同化〉

・敷地規模:4130㎡

・敷地 形状:凹 型

・建物階 数:10階

ネッ トワーク状細街

路 の廃道

←駐 車場入 り口

←エ ン トランスにつながる

小 さな広場 伏オー プ ン

スペー・ス

・敷地規模:536 .8㎡
・建物形 状:L字 形状

・建物 階数:6階

敷地 内通 り抜 け可能

2項 拡

将来 の個別 再建が困難 と思われ る ・整

敷地(震 災で倒壊 しなか った50mS

未満 の狭 小 ・接道不 良の長屋)

⑦
〈図3-1一 ⑤:ネ ッ トワー一ク状細街路 廃道 による

行き止ま り形成 の共 同化 〉

街 区内部 に12階 建て

マン ション建設

・敷地規模:1243ni

・敷地 形状:凸 型

・建物階 数:12階

ヒ側 の建物 階数'2～4階

(左図:3階 建て以 上の建物

に数字 で階数標示)

狭 小 ・接道不良敷 地の建替

小 さな広場状オ ープンスペース創 出

(ベンチ ・木が ある)

が困難 と見 られ る。

地:5Fの 建物 再建済み

⑦ 。iii己

〈図3-1一 ⑦:街 区を貫通す る緑 地ネ ッ トワーク創 出の共同化〉
【建物配置 】

認己蟄

敷地規模が大規模
の無接道敷地

・敷 地 規 模:4130ms

・敷 地 形 状:凸 型

・建 物 階 数:10階

図3-1共 同化 事例 の地区基盤の変化実態

鋸

診
緑 地ネ ッ トワー ク創 出

(歩道状オー プンスペー

ス:神 戸市 開発指導要綱

による緑地 ・広場)

④ 。』iiii

【凡例 】 醐 繍隻:区画道路

■:細 街路堅
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ワークの重要性を指摘 している。そこで、本研究 で

は、細街路の形状により、袋小路状とネットワーク

状に分類した。ここで、袋小路状細街路 とは、行 き

止まりの細街路 とし、そ れ以外をネッ トワーク状細

街路 とした。また、細街 路廃道 と接す る2項 道路拡

幅を行っている場合は、細街路廃道に含めた。

表3-8よ り、件数では、共同化による細街路廃道

が全体 の28件(59%)で 最 も多く、細街路の変化

がない場合は13件(27%)で あった。

また、2項 拡幅や袋小路状細街路廃道は、敷地規

模が小規模、階数は中層 が多く、ネッ トワーク状細

街路廃道は、敷地規模が大規模、階数 は高層が多 い

といった傾向があった。2項 道路は全て確実なセ ッ

トバックが見られた。(図3-1一 ① ・② ・④)ま た袋

小路状細街路は、細街路 に接道する敷地がまとまる

ことによる共同化であった。(図3-1一 ③)ま た、ネッ

トワーク状細街路の廃道では、細街路網の一部が共

同化によ り廃道となったため、行き止 まりを形成 し

ている場合(図3-1刷 ⑤)が3件 見られた。その一方、

敷地 ・建物内に、街区内外をつなぐ通 り抜け路等を

設置している場合(図3-1一 ④)が5件 見 られた。

3.4地 区基盤の変化実態の分析

以上の地区基 盤の変化状況の調査結果 をふまえ、震

災復興における共 同化の特徴的な事例(図3-1)に 関

し、共同化 による周辺敷地の居住環境に対 する影響等

を視点に分析し、共同化による地区の住環境改善上 の

課題等を考察する。

・図3-1一①は、2項 道路(幅 員3m)の みに接 して

いる敷地同士 の極小敷地(87.63㎡)に おける自己用

の共同化である。2項 の確実なセ ットバックがなされ、

植裁及び敷地内に地蔵尊の再建 もなされており、共 同

化による周辺敷地の居住環境に対する影響 は少ないも

のと考えられる。震災復興では、 この事例のような狭

小な敷地規模において も、共同化が実現 したことは、

震災後に新設 した小規模制度の効果と見られる。

・図3-1一 ② は、敷地形状がL字 型 とな った536.8

㎡の共同化である。2項 道路に接する部分は、セッ ト

バック ・整備済みであった。建物内には、敷地の南側

から北側の区画道路へ通り抜けられる状態としていた。

しかし、L字 状の敷地形状にお いて欠けている部分 に

は、震災で倒壊しなかった長屋 があり、敷地規模が狭

小であるため、将来的には、個 別建替が困難 と推測 さ

れ、これら狭小敷地同士の小規模な共同化 を行 う、 あ

るいは表敷 地との大規模な共同化を行 う必要があると

推測される。

・図3-1一 ③は、袋小路状細街路に接 していた13戸

の密集住宅が、共同化により敷地規模464.3㎡ の5階

建てマンションに変化 した。袋小路状細街路は、元 々

一つの敷地が、ミニ開発等によって細分化 され形成 さ

れたものであり、袋小路状細街 路に接する敷地のまと

まりが再び統合したと見ることができ、袋小路状細街

路の廃道による周辺敷地の居住 環境に対する影響は少

ないと考えられる。

・図3-1一④は、戦前長屋が密集 した地域内における

敷地形状が凹型、662.5㎡ の共同化である。敷地形状

が凹型であるが、不参加敷地に接する部分 に駐輪場 を

設置 し、北側 ・西側の細街路に隣接する部分は、5階

建てを3階 建てにするなど、周辺の居住環境への配慮

が見られた。また、2項 道路に接する部分はセ ットバッ

ク ・整備を行い、敷地 ・建物内 に、街区内の細街路 を

つな ぐトンネル路地を設置 しており、これ に接する部

分に広場状 のオープンスペース を創出するなど、地区

の住環境の改善に寄与 しているものと考えられる。

・図3-1一 ⑤は、共同化により、ネットワーク状細街

路が廃道され、これにつながっていた細街 路は、行 き

止まりを形成した。更 に、これ に細街路に接する敷地

は、角地以外全て震災前からの建物であり、角地は、

既に5階 建ての建物を再建したため、行き止まりに接

する敷地群は、将来的にも個別再建だけでなく、共同

化も困難で あると考え られる。また、共同化により、

敷地規模1243㎡ 、12階 建ての板 状の建物 が街区中央

部に建設されることによって、現 況2～4階 建ての北側

敷地の居住環境等に影響があるものと推測される。

・図3-1一⑥は、これまで耕地整理等を行っていない

大規模な街区内における敷地形状が凹型の共同化であ

り、狭小 ・接道不良敷地が密集 した区域 が、敷地規模

3093㎡ 、10階 建 てマンションに変化 した。オープン

スペースは、区画道路 に接する部分に小さな広場状 の

ものが創出され、ネッ トワーク状細街蹄の廃道によっ

て行き止ま りは形成 してお らず、共同化に参加 した多

くの狭小 ・接道不良敷地の再建が実現された。しか し、

規模の大きな街区におけるネッ トワーク状細街路の廃

道は、街区全体の安全性や交通機能等の居住環境に影

響を与える可能性が高 くなると考えられる。また、敷

地形状が凹型であり、接道部分が小さいた め、オー プ

ンスペースの配置 自体 が限定されているが、街区内 に

ポケッ トパ ークや緑地 ネッ トワーク等を創 出する等、

オープンスペースの配置にも配慮することによ り地区

の住環境の改善に寄与する可能性があると考えられる。

・図3-1一 ⑦は、無接道 の大規模敷地が参加 した、

10階 建て ・4130㎡ の大規模な共同化である。オープ

ンスペースは、街区の東西をつな ぐ歩道状の緑地ネ ッ

トワークを創出 していた。規模の大きな街 区の東西へ

のネットワークが存在 していなかったため、共同化 に

よる東西をつな ぐ緑地ネットワークの創出 は、地区の



住環境の改善に貢献しているものと考えられる。

3.5ま とめ

神戸市灰色 ・白地地域の共同化では、保留床を生み

出しなが ら、接道不良 を解消 した共 同化が、全体 の

60%で あった。その一方で、保留床等を創出せず、 自

分たちの住 まいを共同化を行うことで再建するといっ

た事例も24%あ り、震災復興では、自己用の共同化 が

実際に実現 していることがわか った。また、接道不 良

敷地が関係す る件数が全体の72%と 接道不良敷地の解

消に効果があった ことがわかった。

また、地区基盤の変化状況の分析によ り、共同化後

の敷地規模 によって、共同化による地区の住環境改善

上の課題等が異なっていた。

敷地規模が500ni未 満程度の小さい場合、敷地形状

は方形が多 く、細街路の変化は2項 拡幅や袋小路状細

街路の廃道が多かった。オープンスペース創出の効果

は植裁等の小さな規模であることが多いが、周辺敷地

や地区全体 の居住環境 に影響を及ぼすような共同化は

少ないと見 られる場合が多かった。敷地規模が小さい

共同化の実現は、復興基金によ る小規模制度の創設や

優建の敷地要件の緩和 による効果があったものと考え

られる。 これ らの小規模な共同化を、地区の中で連鎖

させることにより、地区の居住環境に大きな変化を与

えることなく地区の住環境改善 の可能性がある考え ら

れる。

敷地規模が大 きい場合、敷地形状はL字 ・凸型、凹

型などの形状となる場合が多くみられ、歩道 ・広場状

のオープンスペースを創出 して いるものが多かった。

細街路の変化は、ネッ トワーク状細街路の廃道とな る

場合が多か った。共同化による敷地形状が凹型とな る

場合には、ほとんどの事例で、駐輪場や駐車場、オー

プンスペース等の配置 を行って おり、凹型 の共同化敷

地に囲まれ た隣接敷地の日照 ・通風等の居住環境に対

し、大きな影響はなかったもの と推測され る。また、

緑地ネットワークを創 出することにより地 区の住環境

の改善に寄与 している場合があった。しか し、共同化

による地区基盤の変化 により、 周辺敷地の将来的な建

替に影響があると見 られる場合や、街区内部に共同化

により高層 マンションが建設されることによる北側敷

地の居住環境への影響があると見 られる場合があった。

また、細街 路の廃道により、行 き止まりが形成され る

場合もあった。特に、規模の大 きな街区において、大

規模な敷地規模の共同化を行う場合には、ネッ トワー

ク状細街路の廃道となる可能性が高くなる。ネットワー

ク状細街路の廃道の際には、街区内の 「ネットワーク」

に着 目し、オープンスペース等 の配置によ り、廃道の

代わりとなる別のネッ トワークを創出する ことなどに

より地区の住環境を改善させる可能性があると考え ら

れる。

4.協 調化による住宅再建の実態

神戸市における震災復興では、協調化 に対する支 援

制度を新設するなどの取 り組みがなされ、近隣敷地 同

士のルール に基づく協調化による再建が実現した。特

に狭小敷地が密集する地区にお いては、個別建替によ

り、①低質な住宅ス トックの再生産、②相 隣環境の悪

化、③低質な街並みの創出等の可能性が考 えられ、個

別散在的な建替を秩序化する 「協調化」の必要性が あ

ると考えられる。

そこで本章で は、震災復興において、近隣敷地同士

のルールに基づく協調化による住宅再建の実態 ・傾 向

を明らかに し、地区の住環境の改善 ・向上に対する効

果 ・課題等を明らかにすることを目的とする。

4.1協 調化による住宅再建の傾向

以下では、近隣に住まう居住者同士が定めるまちづ

くりに配慮 したルール に基づいて個別の敷地で建替を

行った協調化である小規模制度利用の5事 例に関し、

神戸市の住環境整備課 による資料、建築計画概要書 、

神戸市及び、協調化に関係した コンサルタ ント、及び

設計事務所 に対するヒアリング調査等によ り、協調化

による住宅再建の傾向等の分析を行 う。

1)協 調化による住宅再建の概要

協調化による住宅再建 の概要を表4-1に 示す。小

規模制度利用による協調化は、16戸 の住宅が協調化

に参加し、白地地域は1地 区のみであ り、その他全

て黒地地域(復 興土地区画整理事業施行区域)内 で

あった。表4-1のA地 区、及びB地 区に関しては、

小規模制度創設以前に既 に建設着工済みの事例で、

制度創設後さかのぼって適用をうけた ものである。

これ ら2事 例 は、最初にまちづくりに配慮 したルー

ルを作成 し、そのルール に基づいて設計 したのでは

なく、当地区の再建時に、一人の建築家が近隣の4

件をまとめて設計を行ったため、 「結果的に協調 し

た」 というものである。そのため、まちづくりに配

慮したルール(協 定)に 関しても、既 に建設着工 を

した後に決められたものである。

接道状況については、協調化を行った各敷地が接

道している道路の幅員が全て6rn程 度以上の区画道

路に接する敷地であり、4m未 満の細街路に接する

敷地同士における協調化は行われなかった。

協調化後の住戸形式は、ほとんどが戸建て住宅 で

あるが、2件 は、2戸1の 長屋建形式(二 重壁)の

住宅であった。戸 当た り敷地面積は、すべて60㎡



未満であり、敷地間口平均も4.8m程 度であること

から、事例数 は少ないが 、狭小敷地、かつ間口の狭

い敷地における再建に、協調化が利用 されたことが

わかる。また、戸当た り建築面積平均34.4ni、 戸当

たりのべ床面積は100.1㎡ であり、狭小敷地に3階

建てを建設す ることによ り、居住面積 を確保してい

る。実効建ぺ い率は、神戸市インナー長屋改善制度

注9)を利用した10%緩 和を利用しているため
、C・D・

E地 区では、70%近 い建ぺい率となっている。

模共同建替等事業補助金要綱に基づく土地所有者等

が定める協定」として、神戸市長宛て に土地所有者

等が届け出た ものであった。これらの協定は、土地

所有者等が定 めるいわゆる紳士協定で あり、何ら法

的な拘束力が あるものではない。届出の内容につ い

ては、①協定 区域の位置等、②協定事項の概要、③

有効期間、④違反があった場合の措置、⑤土地所有

者等の人数で ある。例えばC地 区の届出書には、協

定の有効期間は、10年 としてお り、違反があった場

2)協 調化による敷地間口の増減に関する分析

協調化による再建上のメリットとしては、必要居

室幅がとれな い程狭い敷地間口や狭小敷地である場

合、隣棟間隔の調整や二重壁により床面積増加の可

能性が考えられる。そこで協調化 による建物間口上

のメリッ トを分析する。表4-2に 、協調化事例の敷

地間口 ・建物間口の現況 を示す。また、仮に隣り合

う敷地境界までの間隔を通常の民法の規定通り各敷

地50㎝ とした場合の建物間口を算出 し、協 調化後

の建物間口との差を算出した。(表4-2)そ の結果、

民法に基づき個別に再建する場合に比べ、協調化 の

場合、建物間口が平均で51.2㎝ 広 く確保できている

ことがわかった。狭小敷地でかつ敷地 間口の狭い敷

地において、協調化を行 うことは、事例数は少ない

が、建築計画上メリットがあったと考えられる。

3)協 定の種類
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合の措置につ いては、協定者間で協議 し改善するよ

うにするとなっていた。 また、土地所有者等につ い

ては、4地 区が全て土地所有者同士の協定であった

が、C地 区のみ、土地所有者1名 、及 び借地権4名

による協定であった。

4.2協 調化による地区の住環境改善 ・向上の分析

以下では、小規模制度創設後に協定を締結し、再建

した地区のうち、C地 区 ・D地 区に関して、協定内容

と現地調査 ・資料調査の結果とを対応させながら分析

を行い、協調化による地区の住環境改善 ・向上の役割 ・

課題等を明らかにする。図4-1に 、2地 区の建築概要、

及び協定内容を示す。

・C地 区は、住戸形式が戸建てのものが2棟 と、2戸

1の 長屋建(2重 壁)の ものが1棟 による協調化であ

る。①外壁の位置は、道路境界線から0.6mと なって

おり、協定の 「0.5m以 上」 となっていた。②垣 ・柵 ・

門等の構造 は、垣 ・柵 の設置は見 られず、門は、2棟

が設置 していたが、 「高さは1.2m以 下、視線を遮 ら

ない」ものであった。③空地の緑化 ・舗装等の整備は、



「道路から壁面後退 した部分は、透水性ブロックで舗

装」を行っていた。 しかし、協定には 「2軒 に1本 の

割合でシンボルツリーを植裁」 とあるが、区画道路か

らの現地調査では、シンボルツ リー等の植裁等は確認

できなかったが、小さな植木鉢等は、道路から壁面後

退 した部分 に数個置かれていた。④建築物の高さ又は

階数、⑤屋根の形態、⑥外壁及び屋根の材料又は色彩

は、全て協定の内容通 りであった。以上か ら、一部協

定の内容と実態が一致 しない点があるものの、外壁 の

位置が揃って後退し、空地の緑化 ・舗装等 の整備を行

うなど、地区の住環境 の改善 ・向上に一定の効果が見

られると考 えられる。 しか し、現地調査により、戸建

ての1住 戸 では、外壁 の後退部 分にクーラーの室外機

の設置が見 られた。 これは、協調化により隣棟間隔 を

狭くしたた め、室外機の設置場所が限定され、外壁 の

後退部分にあふれだ してしまったためと考えられる。

協調化によって隣棟間隔を狭くする場合には、室外機

等のあふれだしに配慮 した建築計画が必要であ り、か

つ外壁の後退部分の継続的な管理等に関するルール も

必要な場合があると考えられる。

・D地 区は、住戸形式が戸建てであるものが4棟 によ

る協調化である。現地調査より、各住戸は、外観上、

独立 しているが、隣棟 との間に空間は見 られず、隣棟

との壁がお互い接している状態 であった。①外壁の位

置は、道 路境 界線か ら1.50mと なってお り、協定の

「1.45m以 上」 となっていた。②垣 ・柵 ・門等の構造

は、垣 ・柵 ・門等の設置は見 られなかった。③空地の

緑化 ・舗装等の整備は、 「道路 から壁面後退 した部分

は、タイル等で舗装」 を行って おり、後退部分には、

小さな鉢植 え等を置いてあった。④建築物の高さ又は

階数、⑤屋根の形態、⑥外壁及 び屋根の材料又は色彩

は、全て協定の内容通 りであった。以上か ら、C地 区

と同様に、外壁の位置が揃って後退 し、空地の緑化 ・

舗装等の整備を行うな ど、地区の住環境の改善 ・向上

に一定の効果が見 られると考えられる。

しかし、外壁の位置は、道路境界線から揃って後退 し、

外壁等の色彩 ・素材は揃 っているが、図4-1に 示すよ

うに、2階 のバルコニー部分の高さが4棟 で異なって

いたため、街並みの連続性を分 断していた。外壁等の

素材 ・色彩だけでなく、各住戸 のバルコニーの位置 ・

高さなどに関しても協調することで、更にまちづくり

に配慮した協調化になると考えられる。

4.3ま とめ

協調化は、共 同化 と違 い、震災復興において実現 し

たのは、5地 区のみであった。そのほとん どが、黒 地

地域であり、白地地域 は1地 区のみであった。本来 、

協調化は、ルールに基づき順次建替が進むため、各 敷

地の再建に時間差が生 じ、また設計者もそれぞれ異な

るというプ ロセスの 「協定型」の協調化で ある。しか

し、震災復 興における協調化では、一人の設計者が隣

り合う数敷 地の設計をまとめて行ったために、結果 的

に協調化 した 「共同設計型」の協調化であった。これ

らの 「共同設計型」の協調化は、敷地を分割 して同 じ

ようなデザインの建売住宅を生 み出す典型的なミニ開

発と、外観的には類似 している とも言えな くはない。

しか し、震災復興で見 られた 「共同設計型 」の協調化

では、設計者が個々の地権者の要望を聞きなが ら設計

を決めることができただけでな く、隣 り合 う敷地同士

で、あらか じめ隣棟間隔や窓の位置等の内部空間を調

整でき、更 に狭小で間 口の狭い敷地の場合 には、建築

計画上のメ リットが見 られた。そのため、協調化の推

進には、各地区に必要な協調化 の概念を明確にし、地

区全体の協 調に対する方針や、地区の住環境改善や向

上に必要な協調すべき環境要素をあらかじめ決めてお

く必要であると考えられる。

5.お わりに

以上から、震災復興にお ける共同化で は、接道不良

敷地や狭小敷地の解消に効果があった ことがわかった。

また共同化後の敷地規模により、共同化による地区の

住環境改善上の効果 ・課題等が異なっていた。特に共

同化の敷地規模が大き くなるほ ど、事業化 や高度利 用

には有利 となり、オープンスペース創出効 果を期待 で

きるものの、北側敷地の居住環 境や、周辺敷地の将来

的な建替 に対する影響や、共同化に伴 う細 街路廃道が

多くなり、行き止まりを生み出すなど、周辺敷地の居

住環境に対 する影響 も大きくな ると考えられる。今 回

取り上げた事例は、震災復興という特殊な状況であり、

やむを得な い側面もあるが、公的な支援を行 う際、地

区全体の居住環境に対する配慮 に関する要件を組み 合

わせることは、共同化による周囲への副作用を減 らし、

更なる地区の住環境の改善 ・向上に有効で あると考 え

られる。

協調化は、本来、ルールに基づき順次建替が進む

「協定型」であるが、震災復興では、一人 の設計者が

同時期にま とめて設計 した 「共 同設計型」であった。

これらの共 同設計型の協調化では、一般的なミニ開発

と外観的に は類似して いる場合 もあるが、個々の住 民

の内部空間の要望を聞きながら、隣棟間隔や窓の位 置

等の相互調整を行 うことができ、建物間口の増加な ど

建築計画上のメリットも見 られ た。そのため、協調化

による建替を公的に支援する場合には、地 区全体の協

調に対する方針や、地 区の住環境改善や向上に必要 な

協調すべき環境要素を明確にしておく必要 があると考

えられる。 また、震災復興で実現 した協調化は、6地



区28戸 のみであり、共同化に比べ、インセンティブと

してはかな り弱いと推測される.近 年、神戸市では、

近隣住環境計画制度を創設し、向こう3軒 両隣レベル

で協定の締結等によ り、建築基 準法の弾力的な運用 を

行うといった取 り組みが始まり、協調化に対するイ ン

センティブ として、期待される制度の一つ となる可能

性があると考えられる。

<注>

1)共 同化を高見沢 邦郎文4)は 「複数 の地権 者等が権利 を持 寄

り、共同 して一体的 な、主 として住 宅 の用 に供 する建築 物

へ建て替える行 為」 と定義 した。

2)本 研 究 における 協調化 とは 「現状の 敷地 形状や権 利関係 を

変化 させず、近隣 に住ま う居 住者同士 が定める まちづ く り

に配慮 したルー ルに基づいて個別の敷地 で建替を行 う行 為」

と定義 した。

3)本 研 究で は、幅 員4m未 満 の細街路 の接す る敷地は全て接

道不 良敷地 と定義 した。よ って幅員4m未 満 の2項 道路 に

接す る敷地 も含 まれ る。

4)灰 色地域 とは、 重点復興地域 のうち都市計画事 業区域(黒

地地 域)を 除 く任意 事業が行われ る区域 、白地地 域とは、

都市 計画 事業 区域や 重点復興地域以外 の住 民の自力再建 が

基本 となる地域 を指 す。

5)本 研 究で取 り上げる地区基盤 とは、敷地割 、オー プンスペー

ス、細街 路網 とする。

6)本 研 究では、街 区内にある幅員4m未 満 の道は全て細街 路

と定義する。また、街 区 とは、幅員6m以 上の道路に囲 ま

れた一団の建築 敷地 と定義する、,

7)ミ ニ 区画整理事 業 とは、震災後 に 「安全市街地形成土地 区

画整理事業制度」 と して制度化 された 組合施行 による小 規

模な土地区画整理事 業であ り、現況道 路 を最低4mに し、

その道路上 にある私的財産を移転補償す る等の事業であ る。

8)共 同建替前 の平 均敷地規模 は、各事 例 の共 同化後 の敷地 面

積/共 同建替参加敷 地数 によ り算 出した。 ここで共 同建 替

参加敷地数 は、住宅 地図 上の敷地割 りを敷地 としてカ ウ ン

トした。

9)イ ンナー シ ティにお いて 、長 屋等 の老 朽住宅 の更新 を促

進する ことを 目的に 、地 区計 画等 によ り良好 な住環境 の確

保が図 られる一・定の街 区にお いて、角地指 定等 の手法を組

み合わせる ことによ り、建 ぺい率 の緩和(10%)を 行 う も

ので ある。
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